




















 
 

補－9 
 

第１表 適用条文の整理結果（1／4） 

技術基準規則 
要否判断 

理 由 
適用 申請 

第二章 設計基準対象施設 

第4 条 

設計基準対象施設の地盤 
○ × 

本設備は、設計基準対象施設であることから、適用条文と

なる。また、設計基準対象施設の地盤については、新規制

基準施行前後において要求事項が変更となったが、本工事

は、設置地盤を変更するもしくは影響を与える工事ではな

いことから、工事計画に係る内容に影響を受けない。 

第 5 条 

地震による損傷の防止 
○ ○ 

本設備は、設計基準対象施設であることから、適用条文と

なる。また、本設備の耐震性に影響がないことは、新規制

基準施行前において、既に適合性が確認されているが、新

規制基準施行前後において要求事項が変更となっており、

基準地震動の追加が生じたことから、改めて耐震性に影響

がないことを確認する必要がある。 

第 6 条 

津波による損傷の防止 
○ × 

本設備は、設計基準対象施設であることから、適用条文と

なる。また、津波による損傷の防止については、新規制基

準施行前後において要求事項が変更となったが、本設備

は、建屋内に設置されている設備であり、津波による損傷

の防止に係る設計を変更するもしくは影響を与える工事で

はないことから、工事計画に係る内容に影響を受けない。 

第 7 条 

外部からの衝撃による損傷

の防止 

○ × 

本設備は、設計基準対象設備であることから、適用条文と

なる。また、外部からの衝撃による損傷の防止について

は、新規制基準施行前後において要求事項が変更となった

が、本設備は、建屋内に設置されている設備であり、外部

からの衝撃による損傷の防止に係る設計を変更するもしく

は影響を与える工事ではないことから、工事計画に係る内

容に影響を受けない。 

第 8 条 

立ち入りの防止 
○ × 

工場等に係る要求であることから、適用条文となる。ま

た、立ち入りの防止については、工場、事業所（発電所）

に対する要求であり、新規制基準施行前後において要求事

項に変更はなく、本工事は、立ち入りの防止に係る設計を

変更するもしくは影響を与える工事ではないことから、工

事計画に係る内容に影響を受けない。 

第 9 条 

発電用原子炉施設への人の

不法な侵入等の防止 

○ × 

工場等に係る要求であることから、適用条文となる。ま

た、発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止につい

ては、工場、事業所（発電所）に対する要求であり、新規

制基準施行前後において要求事項が変更となったが、本工

事は、発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係

る設計を変更するもしくは影響を与える工事ではないこと

から、工事計画に係る内容に影響を受けない。 
第 10 条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× × 

急傾斜地に対する要求であり、本設備は、急傾斜地に該当

しない。 






















































